
資料 1 

情報公開・個人情報保護審査会等の概要 

 

○情報公開・個人情報保護審査会 

・所掌事務 

  情報公開条例の規定による公文書開示請求に係る開示等の決定及び個人情報保護条

例の規定による保有個人情報の開示（訂正・利用停止）請求に係る開示等の決定に対す

る審査請求についての調査審議（本来不開示情報でない情報まで不開示としなかったか、

開示等に至るまでの意思決定のやり方は適切であったか等を第三者の立場から審査す

ることで、行政の決定に違法又は不当な点が無いかを確認する。） 

・委員 

 委員は５人以内（現行５人）で、情報公開及び個人情報保護の制度に識見を有する者

のうちから、議会の同意を得て市長が委嘱（現行の委員は、別紙のとおり） 

 任期は３年（新たな任期は、令和５年１０月１日～令和８年９月３０日） 

・審査会の開催状況 

 合併後は審査請求（平成２１年度当時の制度では、異議申立て）により審査会を２度

開催している（平成２１年度・令和２年度） 

 上記のほか、毎年の施行状況（開示の件数等）の報告のため、年１回開催 

 

○行政不服審査会 

・所掌事務 

  行政不服審査法の規定によりその権限に属させられた事項（審査請求に係る審理手続

の適正性や裁決の適否の審査等）についての調査審議 

・委員 

 委員は５人以内（現行５人）で、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をする

ことができ、かつ、法律又は行政に関して識見を有する者から市長が委嘱（現行の委員

は、情報公開・個人情報保護審査会の委員と同じ） 

 任期は３年（現行の任期は、令和４年４月１日～令和７年３月３１日） 

・審査会の開催状況 

 法改正により平成２８年度から施行された制度で、現在まで審査請求により２度開催

している（平成３０年度・令和２年度） 

  

 





























































































































































資料5

【情報公開】

実 施 機 関 名 開示請求件数 審査請求件数

32件 　全部開示 15件（1,637）

※内訳
　総務部      5件

　企画部　　　1件

　市民部     12件

　健康福祉部　3件

　農林水産部　2件

　建設部　　  5件

　藤島庁舎　　2件

　上下水道部　2件

　全部開示 3件（12）

　部分開示 9件（959）

  不開示 0件（－）

選挙管理委員会 3件 　部分開示 3件（265） 0件

監査委員 ― ― ―

農業委員会 ― ― ―

固定資産評価審査委員会 ― ― ―

　全部開示 2件（4）

　部分開示 2件（4）

  不開示 1件（－）

　全部開示 19件（243）

　部分開示 15件（63）

  不開示 26件（－）

　全部開示 13件（21）

　部分開示 6件（64）

　不開示 6件（－）

　全部開示 52件（1,917）

　部分開示 58件（1,615）

　不開示 37件（－）

【個人情報保護】

実 施 機 関 名 開示請求件数 審査請求件数

　※　（　）内は対象となった公文書の数

鶴岡市情報公開・個人情報保護条例の令和４年度施行状況一覧

市長 0件
　部分開示

　不開示

開示決定等の件数

23件（260）

4件（－）

教育委員会 9件 0件

荘内病院 2件 0件

0件

消防 46件 0件

議会 16件 0件

　-件（-）

開示決定等の件数

合　　　　　　計 0件 0件

※一つの開示請求に対して複数の決定が行われる場合があるため、開示請求の件
数と開示決定等の件数が異なっています。

合　　　　　　計 108件 0件

0件


